申請における注意事項（新規団体）

＜申請書類作成全体について＞
１　チェックリストに記載のある書類をすべて提出ください。但し資機材を購入しない場合は、資機材購入理由書は不要です。
２　提出書類は様式をホーページからダウンロードするか、メールでお送りしたファイルを使って作成してください。
３　記載例をよく参考にして、書類を作成して下さい。
４　使用するPCにより、ダウンロードしたファイルの一部分が印刷できなくなる、セルの中の字の一部が印刷できなくなるなどの可能性がありますのでご注意下さい。
５　書類は、印刷したものを２部、活動する森林が所在する市役所、町役場の担当部署に提出してください。
６　書類は市町と里山センターでチェックをして、修正箇所はメールで指示するので、メールを頻繁に確認下さい。修正が終了した時点でお知らせしますので、書類作成に使用したエクセルファイルをちば里山センターにメール添付で送って下さい。この際、現在のファイル名は「申請用エクセルファイル様式（団体名）」となっていますが、団体名のところを具体的な団体の名前に変えて送って下さい。
７　登記簿謄本のコピーには１枚ずつ、紙面左上に１から順に数字を記入し、地番一覧表にある番号と整合性をとってください。
８　所有者との協定書の署名は直筆であれば押印不要です。なお、協定期間は、令和８年４月～令和１１年３月を内包すること。不足分を後日結ぶことは認められません。

＜採択申請に係わるチェックリスト＞
１　提出書類はこのリストの順番に並べて下さい。
２　担当者連絡先として、連絡が取れる電話番号、１週間に２～３回はチェックするメールアドレスを書いて下さい。里山センターからの電話が不在着信となったときは返信下さい（電話番号は0438-62-8895と0438-38-3362の２つの場合があります。）。

＜活動計画書＞
１　モニタリングの方法及び目標数量がわかっていれば具体的に記載下さい。不明なときは「現地調査等により検討のうえ、決定する。」と記載ください。目標数量がわからなくても方法がわかっていれば、記載下さい。モニタリングの方法と目標数量は今年度の活動中に決まりますので、来年度提出の計画書では修正下さい。
２　活動計画書の取組概要はエリアごとに記載してください。
　　エリアとは、活動区域全体を森の状況（樹種（針葉樹林、広葉樹林、混交林、竹林など）、林齢（若い、古いなど）、地形など）や地番などから区分したものです。後述するモニタリング及び活動状況の写真などはエリアごとに必要となってくるため、エリア区分はあまり細かくしないことが重要です。

＜その他＞
１　資機材購入については、希望があれば、資機材購入理由書を提出下さい。また希望する資機材の順番に記載下さい。今年度も昨年度より予算規模が縮小されています。したがって、今まで資機材を購入したことのない団体を優先します。なお、上位に記載いただいた資機材が必ずしも採択されるとは限りません。
２　面積は単位をhaとし、すべて小数点第1位としてください（小数点第2位以下切り捨て）。
３　位置図、活動計画図、写真等については様式がありません。
４　活動計画図については、記載例等を参照し、エリア区分がわかること、写真の撮影方向（写真番号を入れる）を必ず入れて作成ください。
５　位置図は、活動する森林の概ねの位置が把握できるような大縮尺のものを用意下さい。
６　写真はエリアごとに撮影し、写真の番号とエリア番号入れ、活動計画図の写真の撮影方向の番号との整合性をはかって下さい。
７　写真は活動が必要なことを示すものです。例えば、竹林資源活用では、マダケやシノダケなど十分に写っていて、このメニューでの活動が妥当であることがわかるようにしてください。
８　安全研修会は毎年１回実施するものとし、その実施内容を検討のうえ具体的に記載下さい。なお、この安全研修会の講師は経験豊富な会員とすることも可能です。
　　併せて、新規団体等の活動歴の新しい団体には、協議会が予定している安全研修会（座学）への出席を要請する場合があるので、ご了解ください。
９　「みどりチェック」チェックシートの内容は今年度から実施いただくことになるので、よく読んでチェックを入れて下さい。詳しくは事業説明会で説明する予定です。
